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平成２５年２月教育委員会会議の要旨

１ 日 時

平成２５年２月２１日（木）

開会 １４時 閉会１６時４０分

２ 場 所

教育庁教育委員会室

３ 出席委員

委員長 村上 智真

委員長職務代理者 稲野 靖枝

委員長職務代理者 山縣 俊郎

委員 岡野 芳子

委員 中田 範夫

委員（教育長） 田邉 恒美

４ 出 席 者

教育次長 上野 清

教育次長 竹本 芳朗

審議監 小西 哲也

教育政策課長 河村 邦彦

教職員課長 田坂 祐治

義務教育課長 桑原 一郎

高校教育課長 廣川 晋

特別支援教育推進室次長 石本 正之

社会教育・文化財課長 大嶋 弘行

人権教育課長 尾﨑 敬子

学校安全・体育課長 中村 充範

教育政策課企画監 濵井 昭巳

学校安全・体育課学校安全管理監 清時 崇文

やまぐち総合教育支援センター次長 十河 悟
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議 案

『県立岩国総合高等学校の火災事案』について報告された。

【概要】

○１月２８日（月）午前８時頃、岩国総合高校の化学準備室から火災が発生し、蒸

留水製造機を設置していた実験台１台などが焼失したが、人的被害はなかった。

○現在、出火原因についは、警察が調査中のため特定ができていない。

○県教育委員会事務局として、今一度、火災防止の徹底を図るために、火災発生

の翌日には、すべての県立学校に対して、化学準備室における使用設備機器の

電源等の再点検、理科薬品庫における薬品類の適性管理の徹底などの指示をし

た。

○その後、各県立学校に対し、防火管理、通報連絡等の体制の整備状況について

再度確認することや、電気機器類、薬品、可燃物等の取扱いの留意点などを示

して、改めて火災要望に係る総点検を実施するよう文書通知を行った。

○今後、警察の検証による火災原因をしっかりと踏まえ、再発防止に向けた取組

を進めていきたい。

【 質 疑 】

○稲 野 委 員：初期火災などの対応は、どのように行ったのか。

●教育政策課長：火元の化学準備室では煙が充満していたため、学校では消しきれない

と判断し、速やかに消防署に連絡し、消火に至った。

各県立学校には、消火機器類の設置場所や消火剤等の保管状況などの

再点検し、初期消火に適切に対応できるよう、指示しているところで

ある。

【 主な意見 】

○教 育 長：安心・安全が最も確保されるべき学校において、火災事案が発生し、

誠に遺憾である。今回の事案を重く受け止め、教訓とし、再発防止に

努めてまいりたい。
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議 案

議案第１号『平成２４年度山口県一般会計補正予算（第７号）についての意見の申出について

（報告承認）』

【概要】
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【 質 疑 】

○山 縣 委 員：平成２５年度の補正予算では、大規模改造事業費として大きな額が繰

り越されるが、これにより、学校施設等の耐震化・老朽化対策工事を

推進し、すべての県立学校の安心・安全は確保されると考えてよいの

か。

●教育政策課長：大規模改造事業費では、耐震化工事が主となる。平成２３年度末の県

立学校の耐震化率は、91.5％に達し、平成２４年度は、約93％まで改

善されるものと思われる。平成２７年度末までの県立学校の耐震化の

完了をめざし、取組を進めていきたい。

○村上委員長：山口県の学校の耐震化率は、全国と比べどのような状況か。

●教育政策課長：県立学校の耐震化率については、全国平均を上回っているが、市町立

学校の耐震化率は、全国と比べ低い状況にある。そのため、各市町教

育委員会事務局に対して、積極的な働きかけを行っていきたい。
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議案第２号『平成２５年度山口県一般会計予算についての意見の申出について（報告承認）』

【概要】
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【 主な意見 】

○稲 野 委 員：本県は、人づくりに力を入れているが、人づくりの礎となるものは教

育であると思われる。今後も、教育関係の予算についてはしっかりと

確保していただきたい。

○山 縣 委 員：本県のこれからの教育目標である「未来を拓くたくましい『やまぐち

っ子』の育成」に向けて、次年度の予算を有効に活用してほしい。



- 29 -

議案第３号『職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての意見

の申出について(報告承認)』

【概要】

１ 改正の理由

退職手当の官民格差是正のため、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等

のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９６

号）」が平成２４年１１月２６日に公布され、平成２５年１月１日から施行された

ことに伴い、県職員の退職手当制度についてもこれに準じた改正を行う必要があ

る。

２ 改正概要

(1)調整率の引き下げ

退職手当額の官民均衡を図るために条例上設けられている調整率を、下記のと

おり段階的に引き下げる。

期 間 調整率

現行 104/100
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 98/100
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 92/100
平成２７年４月１日以降 87/100

(2)調整率の適用

勤続２０年以上の退職者（自己都合退職者を除く。）に適用されていたものを、

退職理由及び勤続年数にかかわらず、すべての退職者に適用する。

(3)施行期日

平成２５年４月１日（第１段階の引き下げを開始）

《参考：退職手当の計算方法》

退職手当額 ＝ 基本額（退職日給料月額×金属年数及び退職理由別の支給割合

×調整率）＋ 調整額
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議案第４号『山口県学校職員定数条例の一部を改正する条例の制定についての意見

の申出について(報告承認)』

【概要】

１ 改正の趣旨

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、中学校及び小学校の学校職員の定数

について、児童生徒数の減少、教職員定数の改善等により、所要の増減員を行う。

２ 改正の内容

３ 施行の期日

平成２５年４月１日
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議案第５号『一般職に属する学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定

についての意見の申出について(報告承認)』

【概要】

１ 改正の趣旨

平成１９年の学校教育法の改正により、組織的・機動的な学校運営が行われる

よう、学校の組織運営体制や指導体制の充実を図るため、任命権者の判断により

「副校長」を設置することが可能となった。

本県においては、平成２５年度に、学校の規模や学校の特色等を踏まえ、必要

な学校に「副校長」を配置することとしているため、これに伴い関連する条例を

一括して改正する。

２ 改正の内容

(1)一般職に属する学校職員の給与に関する条例の一部改正

○条例で定義する「学校職員」及び「教育職員」に「副校長」を加える。

○義務教育等教員特別手当が支給される「教育職員」に「副校長」を加える。

○産業教育手当の支給対象に「副校長」を加える。

○定時制通信教育手当の支給対象に「本務として定時制の課程又は通信制の課

程に関する校務をつかさどる副校長」を加える。

○教育職給料表（一）が適用されるものに「副校長」を加える。

○教育職給料表（二）が適用されるものに「副校長」を加える。

(2)一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

○条例で定義する「教育職員」の中に「副校長」を加える。

(3)学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正

○条例で定義する「学校職員」に「副校長」を加える。

(4)義務教育諸学校等の教育職員の給与特別措置条例の一部改正

○条例で定義する「義務教育諸学校等の教育職員」に「副校長」を加える。

３ 施行の期日

平成２５年４月１日
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議案第６号『一般職に属する学校職員の給与に関する条例の一部を改正する壽お礼の制定

についての意見の申出について(報告承認)』

【概要】

１ 改正の趣旨

へき地学校２級地に指定されている美祢市立田代小学校が廃校となることから、

当該小学校のへき地学校指定を解除するため、一般職に属する学校職員の給与に

関する条例（昭和２７年山口県条例第６号）の一部を改正しようとするもの。

２ 改正の概要

へき地学校２級地の「美祢市立田代小学校」を削る。

３ 施行の期日

平成２５年４月１日
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議案第７号『山口県立高等学校等条例の一部を改正する条例の制定についての意見の申出

について(報告承認)』

【概要】
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議案第８号『山口県教育委員会表彰規則による表彰について(報告承認)』

【概要】

県立萩総合支援学校教諭 大井 浩子 に対して、教育長が臨時に代理して永年精勤

として表彰したことを報告し、承認された。

請 願

請願第１号『山口県立周防大島高校改編計画に対する請願について』

【概要】

○久賀高等学校同窓会会長から、福祉科の廃止に関して絶対反対すると共に、島か

ら公立高校を無くなぬ改編を基本に、透明で公平公正な検討を行うことを趣旨と

した「山口県立周防大島高校改編計画に対する請願書」が提出され、審議した。

○会議では、請願者に意見陳情を許可したうえで、事務局から周防大島高校の改編

の経緯、改編の内容等について改めて説明を求め、事務局と質疑応答を行うとと

もに、各教育委員が周防大島高校の改編案に対する意見を述べた。

○村上委員長が周防大島高校の改編案に対する意見をまとめ、合議のもと山口県立

周防大島高校改編計画に対する請願は不採択と決定した。

《資 料》
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【 質 疑 】

○山 縣 委 員：今回の改正案では、現在の周防大島高校の安下庄校舎と久賀校舎を

今後も使用していくのか。

●高校教育課長：平成１８年度の再編整備計画では、すべての学科を安下庄の地に移す

予定であったが、その後、介護福祉士の資格取得の要件の変更等も踏

まえるとともに、久賀地域の方々から意見をいただき、安下庄校舎で

は高校段階の教育を統合し、久賀校舎では、より充実した福祉教育が

行える福祉専攻科を設置し、両校舎を残して、周防大島での教育を継

続していくこととしている。

○山 縣 委 員：安下庄校舎と久賀校舎の周防大島町出身の中学生の比率はどのように

なっているか。

●高校教育課長：平成１８年度の当時の安下庄高校及び久賀高校の周防大島町内からの

入学生の割合は、安下庄高校が８６％、久賀高校は３１％である。

平成２４年度は、安下庄校舎が８５％、久賀校舎は２２％である。

○岡 野 委 員：周防大島高校には、周防大島町外の中学生も入学できるのか。

●高校教育課長：福祉科については、校区の制限がないため、全県から入学できる。普

通科は、１０％の枠で学区外からも入学できる。

○岡 野 委 員：周防大島高校には、寄宿舎があるのか。改編案においても、寄宿舎を

活用していくのか。

●高校教育課長：久賀の地に福祉科の生徒に対する男子寮と女子寮の寄宿舎がある。寄

宿舎については、引き続き活用していきたい。寄宿舎から安下庄校舎

に通うには、学校間バスを運行し、１０分から１５分間ほどかかる。

○稲 野 委 員：学校間バスは、どのくらいの間隔で運行されているのか。久賀校舎に

ある野球場に、安下庄校舎の生徒が部活動で移動する必要があると思

うが、部活動の状況はどうか。

●高校教育課長：学校間バスは、朝の登校時間帯と夕方の下校時間帯とで１日６往復、

運行している。野球部の生徒は、部活動に参加するため、放課後にバ

スでの移動が必要となり、生徒に負担があるが、それ以上に両校舎の

生徒が１つの校舎で学ぶことの利点や効果が大きいと考えている。部

活動の活性化についても、今後、さらに進めていきたい。
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○稲 野 委 員：介護福祉士の資格取得は、どのような過程を経るのか。

●高校教育課長：周防大島高校福祉科のように、介護福祉士の資格取得をめざすカリキ

ュラムを組んでいる高校で学んだ生徒は、実技試験が免除となる介護

福祉士の受験資格が得られる。また、大学や短期大学、専門学校など

介護福祉士の養成機関のカリキュラムを修了することにより、介護福

祉士の資格が取得できる。さらに、実務経験３年以上の方は、その後

４５０時間の実務者研修を修了したあと、実技試験が免除となる受験

資格が得られる。ただし、平成２７年度以降、介護福祉士の質の向上

をめざし、養成機関を卒業しても資格取得から受験資格の取得と変わ

る見込みである。

○岡 野 委 員：改正案において、高校を卒業し、福祉専攻科に進学した場合のメリッ

トは何か。

●高校教育課長：現在、周防大島高校福祉科を卒業することにより、介護福祉士の受験

資格が得られていたが、改編案では、高校卒業後に、さらに２年間の

福祉専攻科で学ぶ必要がある。つまり、受験資格取得のために、現在

は３年間の学びで、改編案では５年間の学びが必要となる。

しかしながら、事務局としては、高校３年間で普通教科も勉強し、福

祉の基礎も勉強し、地域での活動や部活動等も行い、人間としての基

礎の部分を育て、２年間の資格取得の勉強に励むことで、より質の高

い介護福祉士の資格取得者が育成できるのではないかと考えている。

○稲 野 委 員：高校段階における介護福祉士の受験資格取得のカリキュラム数がもっ

と増えると、現在のカリキュラム以上の対応は困難であるということ

か。

●高校教育課長：周防大島高校福祉科の普通科目は、ほぼ学習指導要領に定められた必

履修科目だけであり、それ以外は福祉系の教育とつながりの深い家庭

科の教育であるフードデザインの授業を置いている。これ以上、介護

福祉士の受験資格のカリキュラムが増えると、フードデザインの授業

を置き替えるか、７時間目を行う日を増やすこととなり、現在の高校

教育では困難な状況にある。

○稲 野 委 員：周防大島高校福祉科の生徒の介護福祉士資格の取得試験の合格率はど

れぐらいか。

●高校教育課長：全国の合格率は50％前後であり、昨年１月の試験では64％である。周

防大島高校の生徒の合格率は、低い時で約40％、高い時は約76％であ

り、昨年１月の試験では81.8％である。介護福祉士の資格取得をめざ

す周防大島高校福祉科の生徒たちは頑張っており、評価しているが、

介護福祉士の資格試験を受験する生徒数が減っている状況にある。
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○山 縣 委 員：周防大島高校の改編については、教育行政だけでなく、周防大島町が

活性化していくための周防大島全体の問題であると思われる。そのた

め、周防大島高校をどのようにしていくことが良いか、展望はあるの

か。

●高校教育課長：現在の周防大島高校の入学者の状況や介護福祉士をめざす生徒の状況

からも、現状のままでは高校として厳しい状況になるものと思う。そ

のため、新たな魅力づくりとして、改編案を示している。

周防大島町では、島外から多くの方を迎え入れ、地域を活性化しよう

と取組が行われている。それらを踏まえ、周防大島高校にも多様な交

流を１つの教育の特色として、全国から生徒を受け入れることや、新

たに地域創生科や、福祉専攻科を設置し、活力ある学校にしたい。ま

た、福祉専攻科では１８歳以上の年齢が対象となり、今までとは異な

る年齢の若者を周防大島に迎え入れたい。

○村上委員長：周防大島高校の改編案は、今までさまざまな地域関係者の意見を聴い

てきたのか。

●高校教育課長：改編案は、学校や地域の関係者から様々な機会を通じて、意見をいた

だき、十分に検討した上で提示している。

○村上委員長：周防大島町を挙げて、福祉教育が充実していくための改編案であると

いうことか。

●高校教育課長：介護福祉士に係る法改正がされる中で、地域創生科の中でも引き続き

福祉教育を行うとともに、より質の高い介護福祉士を育成するために

福祉専攻科を設置することで、福祉教育をさらに拡充させるものと考

えている。さらに、地域と一体となって活力ある教育活動が展開でき

るように取り組むとともに、これまでの歴史や伝統を教育活動の中に

取り込んでいき、魅力ある学校づくりに努めて、より質の高い高校教

育を提供してまいりたい。

【 主な意見 】

○中 田 委 員：周防大島高校福祉科介護福祉士コースでは、３年次に数学や英語も勉

強していない状況にある。これらの科目を勉強していなければ、就職

した後のキャリアアップ時に苦労するものと思われる。そのため、将

来の可能性が多く残されている教育を行うことが望ましいと考える。

○岡 野 委 員：周防大島高校の歴史が福祉科にあるため、その歴史を大切にし、新ら

しい学校づくりを考えなければならないが、福祉教育が地域創生科の

中に生き続けることは、改編案に示してある。そのため、福祉に関す

る歴史を大切にし、より充実した福祉に関する学習ができるよう、福

祉専攻科を設けることは良いと思われる。
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○岡 野 委 員：新しく設置する地域創生科では、福祉の専門科目だけではなく、一般

教科が設置されると思われるので、人間性をもっと豊かにするための

一般教養を身に付けた福祉人材を育てられるような新しい形の学校づ

くりを、地域の関係者と協力しあってほしい。

○稲 野 委 員：子どもたちの可能性を最大限に残しつつ、子どもたちの福祉に関する

専門性を育てていくことでは、改編案にある地域創生科の中に健康福

祉に関するコースを設け、福祉専攻科につなげていくことにより、福

祉教育がしっかりと残っていくのではないかと思われる。

○稲 野 委 員：周防大島高校が安下庄校舎と久賀校舎の２つの校舎を持ちつつ、どの

ようにして発展していけるのか、しっかりと考えてほしい。

【 ま と め 】

○村上委員長：改編案については、これまで学校や地域の関係者にしっかりと説明を

し、意見交換や協議がされてきたことにより、公平公正な検討を進め

てきたと理解できた。

新たに設置される地域創生科では、健康福祉に関するコースが設置さ

れ、引き続き高校段階で福祉に関する学習ができること、福祉専攻科

の設置により、社会的要請に基づく、より質の高い介護福祉士の養成

にも応える教育内容となることも、明確にできた。

このため、改正案は、福祉科を単に廃止するものではなく、介護福祉

士に関する法改正がされる中で、福祉人材に対応した福祉教育を充実

させるとともに、周防大島から公立学校をなくさないことはもとより、

全国からの生徒の受入など周防大島高校の活性化をねらいとしたもの

であると、改めて確認できた。

これに対し、福祉科の廃止に関して反対するとともに、周防大島から

公立高校を無くさぬ改編を基本に、透明で公平公正な検討を行うこと

を趣旨とする請願については、採択することは難しいと思われる。

ただし、周防大島町を挙げての取組となるよう、教育内容に地域関係

者のさまざまな意見を反映させてほしい。
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協議事項

◆『山口県立周防大島高校の改編』について、協議した。

【概要】
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【 主な意見 】

○稲 野 委 員：新しく設置する地域創生科の中で、引き続き福祉教育も展開されるた

め、普通科との乗り入れ授業などにより、キャリア教育にも力を入れ、

普通科の生徒にも福祉に興味を持たせ、普通科から福祉専攻科に進学

したいと思う子どもたちを育ててほしい。

○稲 野 委 員：福祉専攻科では、しっかりと福祉今日いうを充実させ、国家試験の合

格率を上げるなど、質の高い介護福祉士の養成に力を入れてほしい。

○山 縣 委 員：周防大島高校の教育の柱の一つの『グローバル社会で活躍し、次世代

を担う人材を育成』とあるように、福祉教育の展開とともに、グロー

バルな活動により、世界に羽ばたく人材を育ててほしい。
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◆『山口県教育の情報化推進指針（案）』について、協議した。

【概要】
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報告事項

◆『山口県文化財専門員の選考採用試験の結果』について報告された

【概要】


